
 旧約款 
（電気個別需給約款） 

新約款 
（電気個別需給約款） 

 

 1 / 39 
 

表紙 電気個別需給約款 

きほんプラン 

かんたんプラン 

きほん CO2 フリープラン 

CO2 フリープラン 

低圧電力きほんプラン 

低圧電力かんたんプラン 

2026 年 4 月 1 日実施 

ＭＣリテールエナジー株式会社 

 

電気個別需給約款 

きほんプラン 

きほん CO2 フリープラン 

CO2 フリープラン 

低圧電力きほんプラン 

 

 

2026 年 7 月 1 日実施 

ＭＣリテールエナジー株式会社 
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別紙 4  契約負荷設備の総容量の算定 

Ｉ 総則 

第 1 条 適用 

Ⅱ 契約種別ならびに料金および契約容量の算定方法 

第 2 条 契約種別および料金 

（東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア） 

（関西電力エリア、四国電力エリア） 

（東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア） 

（関西電力エリア、四国電力エリア） 

第 3 条 契約容量の算定方法について 

Ⅲ 日割計算 

第 4 条 日割計算 

附 則 

別紙 1 燃料費調整 

別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

別紙 3     負荷設備の入力換算容量 

別紙 4 契約負荷設備の総容量の算定 

Ｉ総則 第 1 条 適用 

1. 本電気個別需給約款（以下、「本個別約款」といいます。）は、次の地域を供給区域として適用します。ただし、各

一般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。 

エリア名称 供給区域となる地域 

東北電力エリア 
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域となる青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県および新潟県 

東京電力エリア 

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨

城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県（富士

川以東） 

第 1 条 適用 

1. 本電気個別需給約款（以下、「本個別約款」といいます。）は、次の地域を供給区域として適用します。ただし、各一

般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。 

エリア名称 供給区域となる地域 

東北電力エリア 
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域となる青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県および新潟県 

東京電力エリア 

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨

城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県（富士

川以東） 
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中部電力エリア 

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる愛知県、岐阜県（一

部を除きます）、三重県（一部を除きます）、静岡県（富士川以西）お

よび長野県 

関西電力エリア 

関西電力送配電株式会社の供給区域となる滋賀県、京都府、大阪府、奈

良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます）、福井県の一部、岐阜県の

一部、三重県の一部 

四国電力エリア 
四国電力送配電株式会社の供給区域となる徳島県、高知県、香川県（一

部を除きます）および愛媛県（一部を除きます） 

 

2. 本個別約款は、電気基本需給約款（以下、「基本約款」といいます。また、基本約款が変更された場合

は変更後の基本約款によります。）と合わせて適用します。 

 

中部電力エリア 

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる愛知県、岐阜県（一

部を除きます）、三重県（一部を除きます）、静岡県（富士川以西）お

よび長野県 

関西電力エリア 

関西電力送配電株式会社の供給区域となる滋賀県、京都府、大阪府、奈

良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます）、福井県の一部、岐阜県の

一部、三重県の一部 

四国電力エリア 
四国電力送配電株式会社の供給区域となる徳島県、高知県、香川県（一

部を除きます）および愛媛県（一部を除きます） 

 

2. 本個別約款は、電気基本需給約款（以下、「基本約款」といいます。また、基本約款が変更された場合

は変更後の基本約款によります。）と合わせて適用します。 

 

Ⅱ契約種
別ならび
に料金お
よび契約
容量の算
定方法 

第 2 条 契約種別および料金 

契約種別および料金は、以下のとおりとします。 

電灯需要 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

1．きほんプラン・かんたんプラン（60 A 以下）※ 1 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA）※ 1 

3．きほん CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

5．CO 2 フリープラン（60 A 以下）※ 2 

6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA）※ 2 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

 

1．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA 未満）※ 1 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA）※ 1 

3．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満）※ 2 

6．CO2 フリープラン（6 kVA～49 kVA）※ 2 

※ 1 2026 年 4 月 1 日以降、かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しまし

た。 

※ 2 2023 年 1 月 11 日以降、CO2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しまし

た。 

 

 

動力需要 

供給区域 契約種別 

第 2 条 契約種別および料金 

契約種別および料金は、以下のとおりとします。 

電灯需要 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

1．きほんプラン（60 A 以下） 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

5．CO 2 フリープラン（60 A 以下）※ 1 

6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA）※ 1 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

 

1．きほんプラン（6 kVA 未満） 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満）※ 1 

6．CO2 フリープラン（6 kVA～49 kVA）※ 1 

※ 1 2023 年 1 月 11 日以降、CO2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しまし

た。 

 

 

 

 

動力需要 

供給区域 契約種別 
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東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

関西電力エリア 

 

1．低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン※ 3 

※ 3 2026 年 4 月 1 日以降、低圧電力かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止

しました。 

（東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア） 

1. きほんプラン・かんたんプラン（60 A 以下） 

※ 2026 年 4 月 1 日以降、かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しま
した。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場

合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツと

します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単

相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがありま

す。 

(3) 契約電流 

(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア

または 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を

引き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合があ

ります。 

(b) 電流制限器その他の適当な装置（以下、｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計

量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございます。ただし、お客さまにおいて使

用する最大電流が制限される装置を取り付けられている場合等、お客さまの使用する最大電流が

契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限

する計量器を取り付けないことがあります。 

(4) 料金 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

関西電力エリア 

 

1．低圧電力きほんプラン 

 

 

（東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア） 

1. きほんプラン（60 A 以下） 

 

 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場

合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 

線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 

(3) 契約電流 

(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア

または 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引

き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合がありま

す。 

(b) 電流制限器その他の適当な装置（以下、｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計

量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございます。ただし、お客さまにおいて使用

する最大電流が制限される装置を取り付けられている場合等、お客さまの使用する最大電流が契約

電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計

量器を取り付けないことがあります。 

(4) 料金 
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「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促

進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力

量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場

合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料

費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）

3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相

当額（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 369 円 60 銭 

15 アンペア 554 円 40 銭 

20 アンペア 739 円 20 銭 

30 アンペア 1,108 円 80 銭 

40 アンペア 1,478 円 40 銭 

50 アンペア 1,848 円 00 銭 

60 アンペア 2,217 円 60 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

 

 東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 311 円 75 銭 

15 アンペア 467 円 63 銭 

20 アンペア 623 円 50 銭 

30 アンペア 935 円 25 銭 

40 アンペア 1,247 円 00 銭 

50 アンペア 1,558 円 75 銭 

60 アンペア 1,870 円 50 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進

賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量

料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合

は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料費調

整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によ

って算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相当額

（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 369 円 60 銭 

15 アンペア 554 円 40 銭 

20 アンペア 739 円 20 銭 

30 アンペア 1,108 円 80 銭 

40 アンペア 1,478 円 40 銭 

50 アンペア 1,848 円 00 銭 

60 アンペア 2,217 円 60 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

 

 東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 311 円 75 銭 

15 アンペア 467 円 63 銭 

20 アンペア 623 円 50 銭 

30 アンペア 935 円 25 銭 

40 アンペア 1,247 円 00 銭 

50 アンペア 1,558 円 75 銭 

60 アンペア 1,870 円 50 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 
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中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 321 円 14 銭 

15 アンペア 481 円 71 銭 

20 アンペア 642 円 28 銭 

30 アンペア 963 円 42 銭 

40 アンペア 1,284 円 56 銭 

50 アンペア 1,605 円 70 銭 

60 アンペア 1,926 円 84 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

 

(5) その他 

かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わな

い代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送します。 

また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される

方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただ

きます。 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 321 円 14 銭 

15 アンペア 481 円 71 銭 

20 アンペア 642 円 28 銭 

30 アンペア 963 円 42 銭 

40 アンペア 1,284 円 56 銭 

50 アンペア 1,605 円 70 銭 

60 アンペア 1,926 円 84 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

 

(5) その他 

きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は

発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただ

きます。 
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2. きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

※2026 年 4 月 1 日以降、かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しまし
た。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満で

あること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ

いては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 

ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する

と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ご

とに別紙 3（負荷設備の入力換算容量）によって定めた内容で換算します。）に次の係数を乗じて

得た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別

紙 4（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。

 
(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準として、お客

さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

 

2. きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

 

 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ

いては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると

当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごと

に別紙 3（負荷設備の入力換算容量）によって定めた内容で換算します。）に次の係数を乗じて得

た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4

（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。

 
(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準として、お客さ

まと当社との協議によって定めることができるものとします。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 
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(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、

当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦

課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価

格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、

別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 

1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相

当額（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  369 円 60 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

 

東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  311 円 75 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 321 円 14 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当

社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課

金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格

を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 

1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料

費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相当額

（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  369 円 60 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

 

東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  311 円 75 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 321 円 14 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その「 1 月」の使用電力量によって算定します。 
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東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

 

(5) その他 

かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わな

い代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送します。 

また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される

方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただ

きます。 

 

3. きほん CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場

合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツと

します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

 

(5) その他 

きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行

手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

 

 

 

3. きほん CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場

合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 

線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 
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相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがありま

す。 

(3) 契約電流 

(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア

または 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を

引き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合があ

ります。 

(b) 電流制限器その他の適当な装置（以下、｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計

量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございます。ただし、お客さまにおいて使

用する最大電流が制限される装置を取り付けられている場合等、お客さまの使用する最大電流が

契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限

する計量器を取り付けないことがあります。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価

格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、

別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1

（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相

当額（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 369 円 60 銭 

15 アンペア 554 円 40 銭 

20 アンペア 739 円 20 銭 

30 アンペア 1,108 円 80 銭 

40 アンペア 1,478 円 40 銭 

50 アンペア 1,848 円 00 銭 

60 アンペア 2,217 円 60 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

 

 

(3) 契約電流 

(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア

または 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引

き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合がありま

す。 

(b) 電流制限器その他の適当な装置（以下、｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計

量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございます。ただし、お客さまにおいて使用

する最大電流が制限される装置を取り付けられている場合等、お客さまの使用する最大電流が契約

電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計

量器を取り付けないことがあります。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能エネル

ギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。た

だし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を

下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1

（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調

整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相当額

（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 369 円 60 銭 

15 アンペア 554 円 40 銭 

20 アンペア 739 円 20 銭 

30 アンペア 1,108 円 80 銭 

40 アンペア 1,478 円 40 銭 

50 アンペア 1,848 円 00 銭 

60 アンペア 2,217 円 60 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 
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 東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 311 円 75 銭 

15 アンペア 467 円 63 銭 

20 アンペア 623 円 50 銭 

30 アンペア 935 円 25 銭 

40 アンペア 1,247 円 00 銭 

50 アンペア 1,558 円 75 銭 

60 アンペア 1,870 円 50 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 321 円 14 銭 

15 アンペア 481 円 71 銭 

20 アンペア 642 円 28 銭 

30 アンペア 963 円 42 銭 

40 アンペア 1,284 円 56 銭 

50 アンペア 1,605 円 70 銭 

60 アンペア 1,926 円 84 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

 

 東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 311 円 75 銭 

15 アンペア 467 円 63 銭 

20 アンペア 623 円 50 銭 

30 アンペア 935 円 25 銭 

40 アンペア 1,247 円 00 銭 

50 アンペア 1,558 円 75 銭 

60 アンペア 1,870 円 50 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 321 円 14 銭 

15 アンペア 481 円 71 銭 

20 アンペア 642 円 28 銭 

30 アンペア 963 円 42 銭 

40 アンペア 1,284 円 56 銭 

50 アンペア 1,605 円 70 銭 

60 アンペア 1,926 円 84 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 
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中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロ
エミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状
況・CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望さ

れる方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いい

ただきます。 

 

4. きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満で

あること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧に

ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 

ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロエ
ミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状況・
CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望さ

れる方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いい

ただきます。 

 

4. きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満で

あること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ

いては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 
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契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する

と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ご

とに別紙 3（負荷設備の入力換算容量）によって定めた内容で換算します。）に次の係数を乗じて

得た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別

紙 4（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。

 
(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準として、お客

さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、

当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価

格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、

別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 

1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相

当額（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  369 円 60 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると

当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごと

に別紙 3（負荷設備の入力換算容量）によって定めた内容で換算します。）に次の係数を乗じて得

た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4

（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。

 
(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準として、お客さ

まと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当

社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格

を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 

1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料

費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相当額

（税込）の半額を請求いたします。 

 

東北電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  369 円 60 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,554 円 40 銭 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 
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東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  311 円 75 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 321 円 14 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

 

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

 

東京電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき  311 円 75 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,576 円 00 銭 

 

中部電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 321 円 14 銭  

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,544 円 00 銭 

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 80 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 50 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 90 銭 

 

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 
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本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロ
エミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状
況・CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望さ

れる方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いい

ただきます。 

 

5. CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO 2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止

しました。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

(b)  1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この

場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツと
します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単
相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがありま
す。 

(3) 契約電流 

(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア

または 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を

引き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合があ

ります。 

(b) 電流制限器等は電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございま

す。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロエ
ミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状況・
CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望さ

れる方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いい

ただきます。 

 

5. CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO 2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止し

ました。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

(b)  1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場

合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。 
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとし
ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 

線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 

(3) 契約電流 

(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア

または 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引

き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合がありま

す。 

(b) 電流制限器等は電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございま

す。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、
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等、お客さまの使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社

は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促
進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力
量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場
合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料
費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）
3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本
料金は、半額とします。 

 

東北電力エリア 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 369 円 60 銭 

15 アンペア 554 円 40 銭 

20 アンペア 739 円 20 銭 

30 アンペア 1,108 円 80 銭 

40 アンペア 1,478 円 40 銭 

50 アンペア 1,848 円 00 銭 

60 アンペア 2,217 円 60 銭 

     

東京電力エリア 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 295 円 24 銭 

15 アンペア 442 円 86 銭 

20 アンペア 590 円 48 銭 

30 アンペア 885 円 72 銭 

40 アンペア 1,180 円 96 銭 

50 アンペア 1,476 円 20 銭 

60 アンペア 1,771 円 44 銭 

     

中部電力エリア 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 297 円 00 銭 

お客さまの使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は、電

流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進
賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量
料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合
は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料費調
整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によ
って算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本
料金は、半額とします。 

 

東北電力エリア 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 369 円 60 銭 

15 アンペア 554 円 40 銭 

20 アンペア 739 円 20 銭 

30 アンペア 1,108 円 80 銭 

40 アンペア 1,478 円 40 銭 

50 アンペア 1,848 円 00 銭 

60 アンペア 2,217 円 60 銭 

     

東京電力エリア 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 295 円 24 銭 

15 アンペア 442 円 86 銭 

20 アンペア 590 円 48 銭 

30 アンペア 885 円 72 銭 

40 アンペア 1,180 円 96 銭 

50 アンペア 1,476 円 20 銭 

60 アンペア 1,771 円 44 銭 

     

中部電力エリア 

契約電流 単価（税込） 

10 アンペア 297 円 00 銭 
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15 アンペア 445 円 50 銭 

20 アンペア 594 円 00 銭 

30 アンペア 891 円 00 銭 

40 アンペア 1,188 円 00 銭 

50 アンペア 1,485 円 00 銭 

60 アンペア 1,782 円 00 銭 

  

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 29 円 71 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 46 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 41 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 30 円 00 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 69 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 33 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 28 円 75 銭 

 

(5) その他 

CO 2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用するこ

とで、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる

「CO 2 ゼロエミッション電源」) 100 %の調達を実現します。CO 2 フリープランの電力量料金単価

にはかかる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームペー

ジ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

15 アンペア 445 円 50 銭 

20 アンペア 594 円 00 銭 

30 アンペア 891 円 00 銭 

40 アンペア 1,188 円 00 銭 

50 アンペア 1,485 円 00 銭 

60 アンペア 1,782 円 00 銭 

  

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 29 円 71 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 46 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 41 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 30 円 00 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 69 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 33 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 28 円 75 銭 

 

(5) その他 

CO 2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用すること

で、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 

2 ゼロエミッション電源」) 100 %の調達を実現します。CO 2 フリープランの電力量料金単価にはか

かる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームページ以下

URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 
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また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）

を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

6. CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO 2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止し

ました。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満で
あること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場
合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 

ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 
(3) 契約容量 
契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する
と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ご
とに別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値
とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4

（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

 
(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）

を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

6. CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO 2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しま

した。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であ
ること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場
合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ
いては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ
ルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 
契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると
当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごと
に別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値とし
ます。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4（契約負
荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

 
(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 
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(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基

準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a) 、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、

当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 
(4) 料金 
「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦
課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価
格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、
別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1

（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の
基本料金は、半額とします。 

 

東北電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 369 円 60 銭 

 

東京電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 295 円 24 銭 

 

中部電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 297 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 29 円 71 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 46 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 41 銭 

 

東京電力エリア 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準

として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a) 、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当

社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 
(4) 料金 
「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課
金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格
を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 

1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料
費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基
本料金は、半額とします。 

 

東北電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 369 円 60 銭 

 

東京電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 295 円 24 銭 

 

中部電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 297 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 29 円 71 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 46 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 41 銭 

 

東京電力エリア 
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使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 30 円 00 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 69 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 33 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 28 円 75 銭 

 
(5) その他 

CO 2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用するこ

とで、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる

「CO 2 ゼロエミッション電源」) 100 %の調達を実現します。CO 2 フリープランの電力量料金単価

にはかかる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームペー

ジ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）

を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

（関西電力エリア、四国電力エリア）  

1. きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA 未満） 

※2026 年 4 月 1 日以降、かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しまし

た。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が50

キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 30 円 00 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 36 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 69 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 33 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 28 円 75 銭 

 
(5) その他 

CO 2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用すること

で、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 

2 ゼロエミッション電源」) 100 %の調達を実現します。CO 2 フリープランの電力量料金単価にはかか

る非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームページ以下

URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）

を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

（関西電力エリア、四国電力エリア）  

1. きほんプラン（6 kVA 未満） 
 
 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が50 キ

ロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 
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供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 最大需要容量 

(a) 関西電力エリア、四国電力エリアの最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満（旧一般電気事業者

の従量電灯 A 相当）であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行

います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場

合、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満

であるものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量

が 6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。 

(b) 電気の使用実態に応じ、契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知

の上、6 キロボルトアンペア以上へ契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促

進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力

量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合

は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料費

調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.に

よって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基

本料金相当額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 522 円 58 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,122 円 05 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 666 円 89 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,218 円 25 銭 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給

電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 

ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 最大需要容量 

(a) 関西電力エリア、四国電力エリアの最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満（旧一般電気事業者

の従量電灯 A 相当）であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行

います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場

合、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満

であるものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量が 

6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。 

(b) 電気の使用実態に応じ、契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の

上、6 キロボルトアンペア以上へ契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進

賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量

料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、

別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料費調

整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によ

って算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料

金相当額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 522 円 58 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,122 円 05 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 666 円 89 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,218 円 25 銭 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

 

(5) その他 

かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わな

い代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送します。 

また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される

方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただ

きます。 

 

2. きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 
※2026 年 4 月 1 日以降、かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しました。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満で

あること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上ま

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

 

(5) その他 

きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は

発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただき

ます。 
 

 

 

2. きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 
 
(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上また
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たは当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する

と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ご

とに別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値

とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4

（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

 

 

 

 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基

準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、

当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金相当額、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただ

し、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格

を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、

別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別

紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基

本料金相当額の半額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 契約容量 単価（税込） 

は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ

ルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると

当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごと

に別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値とし

ます。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4（契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

 

 

 

 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準

として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当

社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金相当額、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、

電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回

る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1

（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃

料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料

金相当額の半額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 契約容量 単価（税込） 
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基本料金相

当額 
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 447 円 21 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,137 円 20 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相

当額 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 397 円 00 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,270 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

 

(5) その他 

かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わな

い代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送します。 

また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される

方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただ

きます。 

 

3. きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が 50 

キロワット未満であること。 

基本料金相

当額 
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 447 円 21 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,137 円 20 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相

当額 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 397 円 00 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,270 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

 

(5) その他 

きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は

発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただき

ます。 
 

 

 

3. きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 
(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が 50 

キロワット未満であること。 
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(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 最大需要容量 

(a) 関西電力エリア、四国電力エリアの最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満（旧一般電気事業者

の従量電灯 A 相当）であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行

います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場

合、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満

であるものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量

が 6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。 

(b) 電気の使用実態に応じ、契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知

の上、6 キロボルトアンペア以上へ契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格

を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別

紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1

（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基

本料金相当額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 
基本料金相当額 

契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 522 円 58 銭 

固定料金 使用量 単価（税込） 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給

電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 

ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 最大需要容量 

(a) 関西電力エリア、四国電力エリアの最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満（旧一般電気事業者

の従量電灯 A 相当）であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行

います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場

合、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満

であるものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量が 

6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。 

(b) 電気の使用実態に応じ、契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の

上、6 キロボルトアンペア以上へ契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能エネル

ギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。た

だし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下

回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1

（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費

調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金相当額 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料

金相当額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 
基本料金相当額 

契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 522 円 58 銭 

固定料金 使用量 単価（税込） 
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1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,122 円 05 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 666 円 89 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,218 円 25 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

 

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロ
エミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状
況・CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望さ

れる方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いい

ただきます。 

 

4. きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,122 円 05 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相当額 
契約単位 単価（税込） 

1 契約につき 666 円 89 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,218 円 25 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 24 円 31 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 32 円 14 銭 

 

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロエ
ミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状況・
CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望さ

れる方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいた

だきます。 

 

4. きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 



 旧約款 
（電気個別需給約款） 

新約款 
（電気個別需給約款） 
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(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上ま

たは当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する

と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ご

とに別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値

とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4

（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

 

 

 

 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基

準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、

当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金相当額、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上また

は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ

ルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると

当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごと

に別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値とし

ます。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4（契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

 

 

 

 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準

として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当

社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金相当額、電力量料金、再エネ価値および別紙 2（再生可能



 旧約款 
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新約款 
（電気個別需給約款） 
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能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とし

ます。ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基

準燃料価格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いた

ものとし、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る

場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）まで

は、一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基

本料金相当額の半額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 

基本料金相

当額 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 447 円 21 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,137 円 20 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相

当額 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 397 円 00 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,270 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

 

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計としま

す。ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃

料価格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合

は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 定額料金 

定額料金は、以下の算式により算定します。 

・基本料金 ＋ 下表の一定限度の使用電力量（キロワット時）までの固定料金 

 

定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）までは、

一定の料金（定額料金）を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料

金相当額の半額が発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

定額料金 

基本料金相

当額 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 447 円 21 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 2,137 円 20 銭 

 

四国電力エリア 

定額料金 

基本料金相

当額 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 397 円 00 銭 

固定料金 
使用量 単価（税込） 

1 契約につき最初の 120 キロワット時まで 3,270 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21 円 00 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

120 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31 円 60 銭 
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(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロ
エミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状
況・CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希

望される方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお

支払いいただきます。 
 

5. CO2 フリープラン（6 kVA 未満） 
※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しま

した。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が 50 

キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 最大需要容量 

(a) 関西電力エリア、四国電力エリアの最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満（旧一般電気事業者

の従量電灯 A 相当）であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行

います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場

(c) 再エネ価値 

「 1 月」につき、以下のとおりとします。 

 

 使用量 単価（税込） 

ご使用量 1 キロワット時につき 1 円 34 銭 

本プランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用することで、お客
さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる「CO 2 ゼロエ
ミッション電源」) 100 %の調達を実現します。なお、実際の当社の電源構成・非化石証書使用状況・
CO2 排出係数は、当社ホームページ以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

 

(5) その他 

きほん CO 2 フリープランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希

望される方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支

払いいただきます。 
 

5. CO2 フリープラン（6 kVA 未満） 
※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しまし

た。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が 50 

キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準

電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給

電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 

ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 最大需要容量 

(a) 関西電力エリア、四国電力エリアの最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満（旧一般電気事業者

の従量電灯 A 相当）であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行

います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場
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合、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満

であるものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量が 

6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。 

(b) 電気の使用実態に応じ、契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知

の上、6 キロボルトアンペア以上へ契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦

課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および非化石価値の合計とします。

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格

を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別

紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1

（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

 

(a) 最低料金 

最低料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）ま

では、一定の料金（最低料金）を適用します。なお、まったく電気を使用しない場合も、最低料金

は発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

最初の 15 キロワット時まで 433 円 41 銭 / 契約・月 

 

四国電力エリア 

最初の 11 キロワット時まで 667 円 00 銭 / 契約・月 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 20 円 31 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 25 円 71 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 28 円 70 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 30 円 66 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 37 円 28 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 79 銭 

 

合、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満

であるものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量が 

6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。 

(b) 電気の使用実態に応じ、契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の

上、6 キロボルトアンペア以上へ契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課

金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および非化石価値の合計とします。た

だし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下

回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1

（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費

調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

 

(a) 最低料金 

最低料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量（キロワット時）ま

では、一定の料金（最低料金）を適用します。なお、まったく電気を使用しない場合も、最低料金は

発生し請求します。 

 

関西電力エリア 

最初の 15 キロワット時まで 433 円 41 銭 / 契約・月 

 

四国電力エリア 

最初の 11 キロワット時まで 667 円 00 銭 / 契約・月 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 20 円 31 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 25 円 71 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 28 円 70 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 30 円 66 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 37 円 28 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40 円 79 銭 
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(5) その他 

CO2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用するこ

とで、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる

「CO2 ゼロエミッション電源」) 100 % の調達を実現します。CO2 フリープランの電力量料金単価に

はかかる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームページ

以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）

を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

6. CO2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止し

ました。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満で

あること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上ま

たは当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流 3 相  3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する

と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ご

とに別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値

とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4

（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 

(5) その他 

CO2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用すること

で、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる

「CO2 ゼロエミッション電源」) 100 % の調達を実現します。CO2 フリープランの電力量料金単価に

はかかる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームページ

以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）を、

発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

6. CO2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 
※ 2023 年 1 月 11 日以降、CO2 フリープランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停止しま

した。 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場

合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上また

は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ

ルトまたは交流 3 相  3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると

当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の総容量（入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごと

に別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に定める内容で換算します。）に次の係数を乗じて得た値とし

ます。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 4（契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。 
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最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基

準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、

当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦

課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および非化石価値の合計とします。

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料

価格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合

は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合、

基本料金は半額とします。 

 

関西電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 416 円 94 銭 

 

四国電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 397 円 10 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 17 円 91 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 12 銭 

ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

 

 

 

 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項 

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準

として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当

社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦

課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および非化石価値の合計とします。

ただし、電力量料金は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価

格を下回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、

別紙 1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合、

基本料金は半額とします。 

 

関西電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 416 円 94 銭 

 

四国電力エリア 

契約容量 単価（税込） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 397 円 10 銭 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 「 1 月」の使用電力量によって算定します。 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 17 円 91 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 12 銭 
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300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 63 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 27 円 26 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 32 円 79 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 71 銭 

 

(5) その他 

CO2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用するこ

とで、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる

「CO2 ゼロエミッション電源」) 100 % の調達を実現します。CO2 フリープランの電力量料金単価に

はかかる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームページ

以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）

を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

（東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア、関西電力エリア、四国電力エリア） 

1. 低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン 

※2026 年 4 月 1 日以降、低圧電力かんたんプランへの新規申込、およびプラン変更申込の受付を停

止しました。 

(1) 適用範囲 

動力を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

(b) 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合は契約電流（この場合 10 アンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）または最大需要容量または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 

キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、か

つ、(b)の契約電流または最大需要容量または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの

土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波

数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式

標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ

ルトとすることがあります。 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 23 円 63 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 27 円 26 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 32 円 79 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 35 円 71 銭 

 

(5) その他 

CO2 フリープランでは、お客さまの電気のご使用量に応じて当社が非化石証書を購入・使用すること

で、お客さまに供給する電気について、実質的に二酸化炭素(CO2)排出量がゼロの電源(いわゆる

「CO2 ゼロエミッション電源」) 100 % の調達を実現します。CO2 フリープランの電力量料金単価に

はかかる非化石価値分の対価が含まれています。なお、実際の当社の電源構成は、当社ホームページ

以下 URL で閲覧可能です。 

URL：https://www.retailenergy.co.jp/pdf/power-supply.pdf 

また、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円（税込）を、

発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。 

 

（東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア、関西電力エリア、四国電力エリア） 

1. 低圧電力きほんプラン 

 

(1) 適用範囲 

動力を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用します。 

(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

(b) 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合は契約電流（この場合 10 アンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）または最大需要容量または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。 

(c) ただし、1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が

技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)および(b)に該当し、かつ、(b)

の契約電流または最大需要容量または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるも

のについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波

数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式

標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

(3) 契約電力 
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(3) 契約電力 

契約電力の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当する

と当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙 3（負荷設備の入力換算容量）に

よって換算するものとします。）についてそれぞれ次のアの係数を乗じて得た値の合計にイの係

数を乗じて得た値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

 

ア 契約負荷設備のうち 

 

最大の入力のものから 

  最初の 2 台の入力につき 100 パーセント 

  次の 2 台の入力につき 95 パーセント 

  上記以外のものの入力につき 90 パーセント 

 

イ アによって得た値の合計のうち 

 

   最初の 6 キロワットにつき 100 パーセント 

   次の 14 キロワットにつき 90 パーセント 

   次の 30 キロワットにつき 80 パーセント 

   50 キロワットをこえる部分につき 70 パーセント 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項

により算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基

準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合にお

いては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦

課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金

は、別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1

（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料費調整）1. 

(1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算

定された燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき、以下の契約電力と基本料金単価から以下の算式により算定される

金額とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 

・基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 

 

契約電力の算定は、原則(a)または(b)のいずれかとし、当社でいずれも算定ができず (c)に該当すると

当社が認めた場合のみ(c)を適用します。 

(a) 契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙 3（負荷設備の入力換算容量）によ

って換算するものとします。）についてそれぞれ次のアの係数を乗じて得た値の合計にイの係数を

乗じて得た値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

 

ア 契約負荷設備のうち 

 

最大の入力のものから 

  最初の 2 台の入力につき 100 パーセント 

  次の 2 台の入力につき 95 パーセント 

  上記以外のものの入力につき 90 パーセント 

 

イ アによって得た値の合計のうち 

 

   最初の 6 キロワットにつき 100 パーセント 

   次の 14 キロワットにつき 90 パーセント 

   次の 30 キロワットにつき 80 パーセント 

   50 キロワットをこえる部分につき 70 パーセント 

(b) 契約主開閉器の定格電流に基づき、第 3 条（契約電力・契約容量の算定方法について）第 1 項に

より算定された値とします。 

ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。 

(c) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準

として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。 

(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または (c) で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合におい

ては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。 

(4) 料金 

「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課

金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、

別紙 1（燃料費調整）1. (1) によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1（燃

料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1（燃料費調整）1. (1) に

よって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1（燃料費調整）3.によって算定され

た燃料費調整額を加えたものとします。 

(a) 基本料金 

基本料金は、「 1 月」につき、以下の契約電力と基本料金単価から以下の算式により算定される

金額とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 

・基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 

 

東北電力エリア 
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東北電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,235 円 85 銭 

 

東京電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,098 円 05 銭 

 

中部電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,143 円 94 銭 

 

関西電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,076 円 07 銭 

 

四国電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,124 円 52 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。夏季は毎年 7 月 

1 日から 9 月 30 日までの期間をいい、その他季は毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日まで

の期間をいいます。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 27 円 09 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 25 円 64 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 27 円 14 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 25 円 57 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 16 円 84 銭 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,235 円 85 銭 

 

東京電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,098 円 05 銭 

 

中部電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,143 円 94 銭 

 

関西電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,076 円 07 銭 

 

四国電力エリア 

契約電力 単価（税込） 

1 キロワットにつき 1,124 円 52 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。夏季は毎年 7 月 

1 日から 9 月 30 日までの期間をいい、その他季は毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日まで

の期間をいいます。 

 

東北電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 27 円 09 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 25 円 64 銭 

 

東京電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 27 円 14 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 25 円 57 銭 

 

中部電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 16 円 84 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 15 円 29 銭 
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1 キロワット時につき（その他季） 15 円 29 銭 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 14 円 35 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 12 円 86 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 25 円 97 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 24 円 53 銭 

 

(5) その他 

変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。 

低圧電力かんたんプランでは、低圧電力きほんプランと異なり、ポイントの付与やメールでのクー

ポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送します。 

また、低圧電力きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希
望される方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払
いいただきます。 

 

 

関西電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 14 円 35 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 12 円 86 銭 

 

四国電力エリア 

使用量 単価（税込） 

1 キロワット時につき（夏季） 25 円 97 銭 

1 キロワット時につき（その他季） 24 円 53 銭 

 

(5) その他 

変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。 

低圧電力きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される

方は発行手数料として 220 円（税込）を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただき

ます。 

 

 第 3 条 契約容量の算定方法について 

1. 第 2 条（電灯需要料金表）以下の各契約種別(3)(b)の場合の契約容量は次により算定します。 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

6．CO2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

第 2 条（動力需要料金表）以下の各契約種別(3)(b)の場合の契約容量は次により算定します。 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

関西電力エリア 

 

1．低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン 

 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

・契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 1 / 1000 

第 3 条 契約容量の算定方法について 

1. 第 2 条（電灯需要料金表）以下の各契約種別(3)(b)の場合の契約容量は次により算定します。 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

6．CO2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

第 2 条（動力需要料金表）以下の各契約種別(3)(b)の場合の契約容量は次により算定します。 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

関西電力エリア 

 

1．低圧電力きほんプラン 

 

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 

3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

・契約主開閉器の定格電流（アンペア）× 電圧（ボルト）× 1 / 1000 
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なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

・契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 1.732 × 1 / 1000 

 

2. お客さまが、需要場所における主開閉器、負荷設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出て

いただきます。 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

・契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 1.732 × 1 / 1000 

 

2. お客さまが、需要場所における主開閉器、負荷設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出てい

ただきます。 

 

Ⅲ 日割
計算 

 

第 4 条 日割計算 

1. 当社は、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項各号に定める場合においては、以下に定める方法によ

り料金を算定します。 

(1) 基本料金、最低料金、定額料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、以下の算式に

より算定します。なお、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第(1)号または第(3)号に定める場合は、

以下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。 

 

・「 1 月」の該当料金 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

該当料金とは、基本料金、最低料金、定額料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金をいいます。 

 

(2) 最低料金適用電力量、または定額料金適用電力量は、以下の算式により算定します。なお、最低料

金適用電力量、または定額料金適用電力量とは、第 1 項第 (1) 号で算出された最低料金、定額料

金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいま

す。また、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第 (1) 号または第 (3) 号に定める場合は、以下

の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。 

 

 

(a) 関西電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

関西電力エリア 5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

 

・最低料金適用電力量 ＝ 15 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

 

(b) 四国電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

四国電力エリア 5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

 

・最低料金適用電力量 ＝ 11 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

 

(c) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・関西電力エリア・四国電力エリアの以下の

契約種別の場合 

第 4 条 日割計算 

1. 当社は、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項各号に定める場合においては、以下に定める方法によ

り料金を算定します。 

(1) 基本料金、最低料金、定額料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、以下の算式によ

り算定します。なお、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第(1)号または第(3)号に定める場合は、以

下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。 

 

・「 1 月」の該当料金 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

該当料金とは、基本料金、最低料金、定額料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー

発電促進賦課金をいいます。 

 

(2) 最低料金適用電力量、または定額料金適用電力量は、以下の算式により算定します。なお、最低料金

適用電力量、または定額料金適用電力量とは、第 1 項第 (1) 号で算出された最低料金、定額料金、

または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。ま

た、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第 (1) 号または第 (3) 号に定める場合は、以下の算式の

「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。 

 

 

(a) 関西電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

関西電力エリア 5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

 

・最低料金適用電力量 ＝ 15 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

 

(b) 四国電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

四国電力エリア 5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

 

・最低料金適用電力量 ＝ 11 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

 

(c) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・関西電力エリア・四国電力エリアの以下の契

約種別の場合 
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供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

1．きほんプラン・かんたんプラン（60A 以下） 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（60A 以下） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

1．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA 未満） 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

 

・定額料金適用電力量 = 120 キロワット時 × （日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

 

(3) 電力量料金は、以下の算式により算定します。なお、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第 (1) 

号または第 (3) 号に定める場合は、以下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えま

す。 

 

(a) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・関西電力エリア・四国電力エリアの以下の

契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

5．CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 
6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝ 120 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電

力量料金が適用される電力量をいいます。 

・第 2 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワ

ット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

(b) 関西電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

関西電力エリア 5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

1．きほんプラン（60A 以下） 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（60A 以下） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

1．きほんプラン（6 kVA 未満） 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

 

・定額料金適用電力量 = 120 キロワット時 × （日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

 

(3) 電力量料金は、以下の算式により算定します。なお、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第 (1) 

号または第 (3) 号に定める場合は、以下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えま

す。 

 

(a) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・関西電力エリア・四国電力エリアの以下の契

約種別の場合 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

5．CO 2 フリープラン（60 A 以下） 

6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 
6．CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝ 120 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電

力量料金が適用される電力量をいいます。 

・第 2 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

(b) 関西電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

関西電力エリア 5．CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 
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・第 1 段階料金適用電力量 ＝ 105 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワ

ット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

・第 2 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワ

ット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

(c) 四国電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

四国電力エリア 5．CO2 フリープラン（6 kVA 未満） 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝109 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

  

・第 2 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワ

ット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

(d) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・関西電力エリア・四国電力エリアの以下の

契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

1．きほんプラン・かんたんプラン（60A 以下） 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（60A 以下） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

1．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA 未満） 

2．きほんプラン・かんたんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワ

ット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝ 105 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

・第 2 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

(c) 四国電力エリアの以下の契約種別の場合 

供給区域 契約種別 

四国電力エリア 5．CO2 フリープラン（6 kVA 未満） 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝109 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット

時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

  

・第 2 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワ

ット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 

(d) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・関西電力エリア・四国電力エリアの以下の契

約種別の場合 

供給区域 契約種別 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

1．きほんプラン（60A 以下） 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（60A 以下） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

関西電力エリア 

四国電力エリア 

1．きほんプラン（6 kVA 未満） 

2．きほんプラン（6 kVA～49 kVA） 

3．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA 未満） 

4．きほん CO 2 フリープラン（6 kVA～49 kVA） 

 

・第 1 段階料金適用電力量 ＝ 180 キロワット時 ×（日割計算対象日数/計量期間等の日数） 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 



 旧約款 
（電気個別需給約款） 

新約款 
（電気個別需給約款） 
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(4) ただし、日割計算対象日数が計量期間等の日数を超える場合には本条の算式を適用せず、日割計算

を行わないものとします。 

 

2. 基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第(1)号の場合により日割計算をするときは、需給開始日および

契約終了日の前日を含みます。また、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第(2)号の場合により日割計

算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用するものとします。 

 

 

 

(4) ただし、日割計算対象日数が計量期間等の日数を超える場合には本条の算式を適用せず、日割計算を

行わないものとします。 

 

2. 基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第(1)号の場合により日割計算をするときは、需給開始日および

契約終了日の前日を含みます。また、基本約款第 16 条（料金の算定）第 1 項第(2)号の場合により日割計算

をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用するものとします。 

 

附 則 

 

1. 個別約款の実施期日 

本個別約款は、2026 年 4 月 1 日から実施します。 

 

かんたんプラン・低圧電力かんたんプランは、基本約款第 14 条で定める 2025 年 6 月検針日～ 2026 年 

7 月検針日の前日までの間の使用電力量に基づき算定される電気料金をもって終了します。 

当該各プラン終了にともない、2026 年 4 月 1 日以降、当該各プランへの新規申込およびプラン変更申込
の受付を停止しました。 

なお、当該各プラン終了日までに、お客さまよりプラン変更等のお申出がない場合は、当該終了日以降、
「かんたんプラン」をご契約中のお客さまは「きほんプラン」、「低圧電力かんたんプラン」をご契約中の
お客さまは「低圧電力きほんプラン」が適用となります。 

 

2. 標準周波数についての特別措置 

(1) この個別約款実施の際、東北電力エリアおよび東京電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準

周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給

します。 

イ 東北電力エリアにあたっては、妙高市および糸魚川市 

ロ 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部 

(2) この個別約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツで電

気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで供給します。 

・長野県の一部 

 

1. 個別約款の実施期日 

本個別約款は、2026 年 7 月 1 日から実施します。 

  

2026 年 4 月 1 日実施の本個別約款に記載のとおり、かんたんプランおよび低圧電力かんたんプランは 

2026 年 7 月の検針日前日をもって終了いたしました。 

 
 
 
 
 
 
2. 標準周波数についての特別措置 

(1) この個別約款実施の際、東北電力エリアおよび東京電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周

波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給しま

す。 

イ 東北電力エリアにあたっては、妙高市および糸魚川市 

ロ 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部 

(2) この個別約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツで電気

を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで供給します。 

・長野県の一部 

 

 

 

別紙 1 燃料費調整 内容に変更無し 

別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 内容に変更無し 

別紙 3 負荷設備の入力換算容量 内容に変更無し 

別紙  4 契約負荷設備の総容量の算定 内容に変更無し 
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